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成年後見実務マニュアル
第２

法定後見制度






４

後見監督人、保佐監督人、補助監督人の制度



(1)
後見監督人の制度



(イ)

後見監督人の制度の必要性


これまでに説明したように、後見人は包括的な代理権、財産管理権という大きな権限が与えられており、権限が濫用されると本人は重大な不利益を被りかねません。

また、保護される本人は判断能力が足りないため、後見人の権限濫用をコントロールすることを期待できません。そこで、第三者が後見人を監督する必要が生じます。

後見においては、後見人を監督するのは基本的には家庭裁判所です。さらに、家庭裁判所の監督をサポートする機関として、必要に応じて後見監督人を設置（選任）できることになっています。なお、後見監督人は必ず付けなければならないというわけではなく、家庭裁判所の判断によって必要と認められれば置かれることもあるという、任意の機関です。


(ロ)

後見監督人の選任


(a)

家庭裁判所は、必要があるときは、申立て、または職権により、適切な人物を後見監督人に選任することができます（民法第８４９条）。


法改正前の禁治産制度においても後見監督人という制度はあったのですが、あまり利用されていませんでした。それは、職権での選任は認められていなかったことから申立てによる場合しか選任できず、また申立権者が後見人と親族だけであったことから、後見人は自分を監督するような人の選任をあえて申立てないし、親族の申立ても実際にはあまりなかったことが理由です。

そこで、法改正により、家庭裁判所の判断による職権でも後見監督人を選任できることになりました。さらに、申立権者についても、本人が加えられました。従来の考え方では、本人は判断能力がほとんどない人としてもっぱら保護の対象と考えられていましたが、法改正後は本人の意思をできるだけ尊重しようという考え方に変わっていますし、本人は実際に後見を受ける人ですので、後見人の事務が適正に行われるかに最も大きな利害関係があるからです。


(b)

後見監督人の選任基準


後見監督人の選任は、家庭裁判所が諸事情を総合的に判断して適当な人を選ぶのが基本です。ここでは、後見人選任の場合の考慮事情の規定が準用されているので、後見人選任の場合と同じく、以下の事情を考慮しなければなりません（民法第８５２条、８４３条４項）。
1)

本人の心身の状態、生活、財産の状況



2)

後見監督人になる人の職業、経歴



3)

後見監督人になる人と本人の利害関係



4)

後見監督人になる人の意見



5)

その他一切の事情







(ハ)

後見監督人になる人


(a)

法人や、複数の人が後見監督人となることの有効性も、後見人の場合と同じです。後見監督の職務をする場合でも、福祉法人がこれにあたったり、親族と法律、福祉の専門家が複数あたったりすることは効果的です。そこで、法人、複数の人も後見監督人になることができると規定されています。

複数の人が後見監督人になった場合に、これらの人たちの間で対立や混乱が起きるおそれもあるので、家庭裁判所は各後見監督人の権限の定めや、権限を共同して行使しなければならないという定めを職権で設定できるという点も、後見人の場合と同じです（民法第８５２条、８５９条の２第１項）。

後見監督人の主な職務は後見人の監督なのですが、後見人が本人との利益相反行為をする場合など、例外的に本人の代理人として取引行為をすることもあります。こうした場合に、後見監督人が複数選ばれているときは、取引の相手方はその中の誰か１人に対して意思表示をすればよいものとされています（民法第８５２条、８５９条の２第３項）。



(b)

後見監督人の欠格事由


後見監督人も本人の利益のために職務を行うという意味では後見人と同じく、他人のための職務をするのにふさわしい人物でなければなりません。また、本人と利害が対立しているような人は本人を保護するのに適当ではありません。そこで、個々の選任のときに具体的な審理がなされるのとは別に、形式的に欠格事由にあたれば後見監督人にはなれません。この欠格事由は後見人の欠格事由の規定の準用となります（民法第８５２条、８４７条）。
1)

未成年者



2)

家庭裁判所で解任などをされた法定代理人、保佐人、補助人



3)

破産者



4)

本人に対して訴訟をしている人、その配偶者、その直系血族



5)

行方の知れない人



さらに、後見監督人の主な職務は後見人の監督なので、あまりに後見人に身近な人物では、なれあうことによって監督の事務が十分に果たせません。そこで、後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹は後見監督人になることはできないという欠格事由も定められています（民法第８５０条）。





(ニ)

後見監督人の職務


(a)

後見人の事務の監督


後見監督人の主な職務は後見人の監督です（民法第８５１条１号）。
1)

財産調査、財産目録の作成のときの立会い


後見人は選任されるとすぐに本人の財産を調査し、調査の結果判明した財産の目録を１か月以内に作らなければならないという事務がありますが、このときに後見監督人がいるときはその立会いがなければならず、立会いがなかったときは無効となってしまいます（民法第８５３条２項）。


2)

後見人の持つ債権、債務の、後見監督人への申出義務


後見人が本人に対して債権や債務を持っているときは、財産の調査を始める前に後見監督人に申し出なければならず、故意に債権を申し出なかったときはこれを失うこととされています（民法第８５５条２項）。後見人が本人に対して債権や債務を持っているということは、その債権、債務については利害が対立しているということですから、監督の任に当たる後見監督人にそれを確認させるということです。


3)

後見事務の報告請求、財産目録の提出請求


後見監督人は、いつでも、後見人に対し後見事務の報告を請求できますし、また財産目録の提出を請求できます（民法第８６３条１項）。


4)

後見事務の調査、本人の財産状況の調査


後見監督人は、いつでも、後見事務を調査することができ、また本人の財産の状況を調査することができます（民法第８６３条１項）。

これらの請求権、調査権は家庭裁判所も同じ権限を持っています。これらの権限を行使することで、後見人の仕事ぶりや本人の財産の状況を把握し、後見人を監督します。


5)

家庭裁判所の必要な処分の命令を求める申立て


家庭裁判所には後見人に対して、必要な処分を命じることができるという権限がありますが、後見監督人は申立権者ですので、こうした命令を求めて申立てができます（民法第８６３条２項）。


6)

後見人の解任の申立て


後見監督人は、家庭裁判所による後見人の解任の申立権者なので、後見人を監督する中で、不正な行為や著しい不行跡がなされたことを知れば、後見人の解任を申し立てることができます（民法第８４６条）。




(b)

その他の事務


後見人の監督以外でも、後見監督人はいくつかの事務をすることになっています。
1)

後見人がいなくなったときの申立て


後見人が死亡するなどしていなくなった場合は、後見監督人はすぐに新しい後見人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。これによりスムーズに新しい後見人が選任され、本人の保護が全うされます（民法第８５１条２号）。


2)

急迫の事情がある場合の、必要な処分


後見人が一時的に病気になり、後見の事務ができない場合など、緊急の場合には後見監督人が本人のために必要な行為をすることができます（民法第８５１条３号）。


3)

利益相反行為についての本人の代理


後見人と本人との利益が相反する行為については、後見人は本人を代理することができず、代わりに後見監督人が本人を代理して取引をすることになります。後見監督人がいないときは特別代理人を選任して本人を代理させるのですが、後見監督人がいるときはわざわざ特別代理人を選任するまでもなく、後見監督人が本人を代理すれば十分ということです（民法第８５１条４号）。






(ホ)

後見監督人の義務


後見監督人の職務も委任事務の一種ですので、委任契約一般について認められている、受任者の負う善管注意義務を負います。


(ヘ)

後見監督の事務の費用、報酬


後見監督人となる人についても、後見人と同じように、法人や複数の人がなれるようになり、親族でない福祉法人や、法律、福祉の専門家が後見監督人になるケースが増えることで、費用、報酬の請求が問題となります。

法改正前は費用、報酬については明確な規定はなかったのですが、法改正により設けられた後見人の費用、報酬の規定が後見監督人にも準用されることになり、後見監督人の費用、報酬請求権が明確にされました。費用、報酬は本人の財産の中から支出されることになります（民法第８５２条、８６１条２項、８６２条）。


(ト)

後見監督人の辞任、解任


後見監督人も本人の利益を保護するために選任されているため、自由な辞任を許すと本人の保護が不十分になってしまいます。また、他人の利益を保護する職務を行うわけですから、違法行為をするなど、職務にふさわしくないことをした人物は辞めさせる必要があります。

こうした事情は後見人の辞任、解任の場合と同じであり、後見の規定が準用されています（民法第８５２条、８４４条、８４６条）。

後見監督人は正当な事由と家庭裁判所の許可があれば辞任することができます。

また、後見監督人に不正な行為、著しい不行跡、その他後見監督の任務に適さない事由があるときは、申立てによるか、または職権で、家庭裁判所は後見監督人を解任することができます。




(2)
保佐監督人、補助監督人の制度



(イ)

保佐監督人、補助監督人の制度の必要性


法改正前の準禁治産制度においては、保佐人は同意権のみを与えられており権限は小さかったことから、保佐人を監督する人を付けるというような制度はありませんでした。

しかし、法改正によって保佐人に取消権や代理権も与えられることになり、その権限が大きくなったため、保佐人を監督する保佐監督人の制度が新たに定められました。

また、補助についても、同意権、取消権や代理権が与えられることがありますので、権限濫用を防止すべく補助監督人の制度が設けられています。

後見人、保佐人、補助人について、各々の権限の範囲は異なりますが、これらの人の監督については、監督の範囲が、監督を受ける人の権限の範囲に応じて変わるだけであり、選任や監督事務の内容自体はほとんど同じです。そこで後見監督人の規定の多くが、保佐監督人、補助監督人に準用されています。


(ロ)

保佐監督人、補助監督人の選任


(a)

家庭裁判所は、必要があるときは、申立てにより、または職権で、適当な人物を保佐監督人、補助監督人に選任します（民法第８７６条の３第１項、８７６条の８第１項）。職権による選任や、本人の申立てによる選任も認められています。



(b)

保佐監督人、補助監督人の選任基準


後見人の選任基準が準用されています（民法第８７６条の３第２項、８７６条の８第２項、８４３条４項）。後見監督人の選任基準も後見人の選任基準が準用されているので、結局、後見人、後見監督人、保佐監督人、補助監督人の選任基準自体はすべて同じということになります。また、法律に明記された事情を考慮することは必要ですが、それ以外の一切の事情も考慮に入れて、家庭裁判所は適切な人を選べることも同じです。
1)

本人の心身の状態、生活、財産の状況



2)

保佐監督人、補助監督人になる人の職業、経歴



3)

保佐監督人、補助監督人になる人と本人の利害関係



4)

保佐監督人、補助監督人になる人の意見



5)

その他一切の事情







(ハ)

保佐監督人、補助監督人になる人


(a)

後見監督人の場合と同じく、法人や、複数の人を保佐監督人、補助監督人に選ぶことができます。



(b)

保佐監督人、補助監督人の欠格事由


保佐監督人、補助監督人となるのにふさわしくない人を排除するための欠格事由も、後見人の欠格事由が準用されています（民法第８７６条の３第２項、８７６条の８第２項、８４７条）。後見監督人も後見人の欠格事由を準用していますので、これらは後見監督人の欠格事由とも同じです。
1)

未成年者



2)

家庭裁判所で解任などをされた法定代理人、保佐人、補助人



3)

破産者



4)

本人に対して訴訟をしている人、その配偶者、その直系血族



5)

行方の知れない人



さらに、保佐人、補助人とあまりに親しい人物では十分な監督事務ができないので、保佐人、補助人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹であることも欠格事由となっており、この点も後見監督人と同じです（民法第８７６条の３第２項、８７６条の８第２項、８５０条）。





(ニ)

保佐監督人、補助監督人の職務


(a)

保佐監督人、補助監督人の主な職務は保佐人、補助人の事務の監督です（民法第８７６条の３第２項、８７６条の８第２項、８５１条１号）。



(b)

保佐人、補助人の解任の申立て


保佐監督人、補助監督人は保佐人、補助人の解任の申立権者ですので、保佐人、補助人の監督をする中で、違法行為などの不正な行為、著しい不行跡、その他保佐、補助の任務に適さない事由を見つけたときは、家庭裁判所にその解任を申し立てることができます（民法第８７６条の３第２項、８７６条の８第２項、８４６条）。


(c)

保佐人、補助人がいなくなったときの新しい保佐人、補助人選任の申立て


保佐人、補助人が死亡するなどしていなくなったときには、すぐに、新しい保佐人、補助人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。これにより保佐、補助の保護がとぎれないようにすることができます（民法第８７６条の３第２項、８７６条の８第２項、８５１条２号）。


(d)

急迫の事情がある場合の必要な処分


保佐人、補助人が病気などでその事務ができないような緊急の場合には、本人を保護するために必要な行為を保佐監督人、補助監督人がすることができます（民法第８７６条の３第２項、８７６条の８第２項、８５１条３号）。


(e)

利益相反行為についての本人の代理


保佐人、補助人と本人との間の利益相反行為については、保佐監督人、補助監督人が本人を代理して取引をします（民法第８７６条の３第２項、８７６条の８第２項、８５１条４号）。




(ホ)

保佐監督、補助監督の事務の費用、報酬


後見人の費用、報酬の規定が準用されていますので、同じく後見人の規定を準用する後見監督人の場合と同じです。費用、報酬は本人の財産の中から支出されることになります（民法第８７６条の３第２項、８７６条の８第２項、８６１条２項、８６２条）。


(ヘ)

保佐監督人、補助監督人の辞任、解任


後見人の辞任、解任が準用されています（民法第８７６条の３第２項、８７６条の８第２項、８４４条、８４６条）。後見監督人の辞任、解任も後見人の規定を準用しているので、後見監督人の辞任、解任とも同じです。

保佐監督人、補助監督人は正当な事由があれば、家庭裁判所の許可を受けた上で辞任することができます。

保佐監督人、補助監督人に不正な行為、著しい不行跡、その他保佐監督、補助監督の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は申立てにより、または職権で、保佐監督人、補助監督人を解任することができます。
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ご相談をご希望の方は、下記よりお電話かメールで

ご相談受付にお申込みください。
電話で相談受付に申し込む

0120-803-628
受付時間：平日9:00～19:00
※通話料は無料です

メールで相談受付に申し込む
ご相談受付
通常1～2営業日以内に担当の弁護士から
ご連絡させていただきます。
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 通話無料
平日 9:00～19:00 





 メールフォーム
でのお問合せ 








  